


 

 

 

 

 

 

 

りそな・小型株ファンド 
追加型投信／国内／株式 

 

投資信託説明書（目論見書）訂正事項分 
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１．「りそな・小型株ファンド」の募集については、委託会社は金融商品取引法（昭和23年法第25

号）第５条の規定に基づく有価証券届出書を平成21年12月10日に関東財務局長に提出しており、

平成21年12月11日にその届出の効力が生じております。また、同法第７条の規定により有価証

券届出書の訂正届出書を平成22年6月10日に関東財務局長に提出しております。 

２．「りそな・小型株ファンド」の価額は、ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替

相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属

いたします。ファンドは元本が保証されているものではありません。 
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１．「りそな・小型株ファンド」の募集については、委託会社は金融商品取引法（昭和23年法第25

号）第５条の規定に基づく有価証券届出書を平成21年12月10日に関東財務局長に提出してお

り、平成21年12月11日にその届出の効力が生じております。また、同法第７条の規定により有

価証券届出書の訂正届出書を平成22年6月10日に関東財務局長に提出しております。 

２．この投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法第13条の規定にもとづく目論見書の

うち、同法第15条第２項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは

同時に交付される目論見書です。 

３．投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、

同法第15条第３項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。なお、請求

目論見書をご請求された場合は、投資家の皆様ご自身でその旨を記録されるようお願いいたし

ます。 

４．「りそな・小型株ファンド」の価額は、ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替

相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属

いたします。ファンドは元本が保証されているものではありません。 
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Ⅰ．投資信託説明書（交付目論見書）の訂正理由 

平成22年6月10日に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、「りそな・小型株ファ

ンド」の投資信託説明書（交付目論見書）2009年12月（以下「原交付目論見書」といいま

す。）の記載事項のうち、新たな情報に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するもの

です。 

 

Ⅱ．訂正の内容 

原交付目論見書の内容が訂正事項の内容に変更されます。 

 

第一部 証券情報 

 (2) 内国投資信託受益証券の形態等（原交付目論見書1ページ） 

内国投資信託受益証券の形態等が以下の通り更新訂正されます。以下は訂正後の内容のみ記

載しております。 

単位型・追加型の別     ：追加型 

指定格付機関による格付け     ：格付けは取得しておりません。 

 

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受

託会社とする契約型の追加型証券投資信託の内国投資信託受益権（以下「受益権」といいま

す。）です。 

 
 

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規

定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機

関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、

振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されること

により定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替

受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権

を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ

ん。 
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第二部 ファンド情報 

第１ ファンドの状況 
１ ファンドの性格 

(2) ファンドの仕組み（原交付目論見書 7～8ページ） 

ファンドの仕組みの一部の記載内容が更新訂正されます。以下は、訂正後の内容のみ記載し

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント（パリ）は、2009年12月31日に資産運用に関するす

べての業務をソシエテ ジェネラル ジェスチョンに移管しております。 

 

 

３ 投資リスク（原交付目論見書 21～22 ページ） 

投資リスクが以下の通り更新訂正されます。以下は、訂正後の内容のみ記載しております。 

(1)  （ 略 ） 

 (2) 委託会社のリスク管理について 

ファンドのリスク管理として、運用の基本方針に沿った資産構成になっているか、あるい

は適切な投資行動となっているかを検証しています。また、レビュー委員会において、ファ

ンド特性をふまえたパフォーマンス評価・検討を行っています。 

本書においてソシエテ ジェネラル アセット マネジメントを「ＳＧＡＭ」と表示することがあります。 

ファンドの関係法人またはグループ会社の名称を以下のように示すことがあります。 

ソシエテ ジェネラル ジェスチョン※ Ｓ２Ｇ 

（本社・フランス パリ）  

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 ＳＧＡＭ ジャパン 

（本社・日本 東京）  
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委託会社のリスク管理体制 

 
上記は本書作成日現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。 

 

 
４ 手数料等及び税金 

(4) その他の手数料等（原交付目論見書 24ページ） 

その他の手数料等が以下の通り更新訂正されます。以下は、訂正後の内容のみ記載しておりま

す。 

① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問

への報酬、目論見書、運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告

費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税

等に相当する金額を含みます。）および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担

とし、信託財産中から支弁することができます。 

② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために

行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に

信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付す

ることができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる

諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率ま

たは固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は信

託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上

限、固定率または固定金額を変更することができます。 

③ 前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は計算期間を

通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間の最初の６カ月終了日およ

び毎計算期間末日または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁し

ます。 

④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。このほかに、

売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコール取引等

に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担し

ます。信託財産の金融商品取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託

手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。 
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５ 運用状況（原交付目論見書 26～29 ページ） 

    全文が以下のとおり更新訂正されます。以下は、訂正後の内容のみ記載しております。 

(1) 投資状況 

（平成22年4月末日現在）

資産の種類 国名 時価合計（円） 
投資比率
（％） 

ＳＧ 日本小型株マザーファンド受益証券 日本 5,359,901,779 100.16

現金・預金・その他の資産（負債控除後） △8,487,664 △0.16

合計（純資産総額） 5,351,414,115 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 
 

≪参考≫ ＳＧ 日本小型株マザーファンドの投資状況 
（平成22年4月末日現在）

資産の種類 国名 時価合計（円） 
投資比率
（％） 

株式 日本 10,524,075,200 97.93

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 222,862,101 2.07

合計（純資産総額） 10,746,937,301 100.00

（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

(2) 投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

（平成22年4月末日現在） 

銘柄 口数 
簿価 
単価 
(円) 

簿価 
(円) 

評価 
単価 
(円) 

時価 
(円) 

投資
比率
(％)

ＳＧ 日本小型株マ
ザーファンド受益証券 

7,619,991,156 0.6783 5,168,640,002 0.7034 5,359,901,779 100.16

（注1）全１銘柄 

（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率であります。 

（注3）単価は１口当たりを表示しています。 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 



 5

≪参考≫ ＳＧ 日本小型株マザーファンドの投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 
（平成22年4月末日現在）

帳簿価額 時価評価額 国／ 

地域 
種類 銘柄名 業種 

数量 

（株） 単価（円） 金額（円） 単価（円） 金額（円）

投資

比率

（％）

日本 株式 ユニプレス 輸送用機器 201,800 1,343.46 271,112,005 1,376.00 277,676,800 2.58

メルコホールディン

グス 
電気機器 101,500 1,784.68 181,145,115 2,628.00 266,742,000 2.48

エムスリー サービス業 762 312,917.33 238,443,011 341,500.00 260,223,000 2.42

テイ・エス テック 輸送用機器 128,000 1,717.33 219,818,580 1,985.00 254,080,000 2.36

シスメックス 電気機器 44,700 4,307.08 192,526,625 5,650.00 252,555,000 2.35

第一精工 電気機器 72,200 4,215.38 304,350,821 3,315.00 239,343,000 2.23

キヤノン電子 電気機器 97,500 1,943.44 189,486,077 2,449.00 238,777,500 2.22

エムティーアイ 情報・通信業 1,339 214,777.37 287,586,910 166,600.00 223,077,400 2.08

黒田電気 卸売業 154,100 1,313.66 202,436,201 1,429.00 220,208,900 2.05

ミスミグループ本社 卸売業 114,500 1,596.87 182,842,212 1,876.00 214,802,000 2.00

沢井製薬 医薬品 29,600 5,357.20 158,573,293 7,190.00 212,824,000 1.98

日本発條 金属製品 226,000 776.96 175,592,960 909.00 205,434,000 1.91

カカクコム サービス業 574 336,333.29 193,055,314 355,000.00 203,770,000 1.90

メッセージ サービス業 1,008 187,953.75 189,457,387 201,900.00 203,515,200 1.89

リンテック その他製品 112,300 1,844.61 207,149,869 1,799.00 202,027,700 1.88

中国塗料 化学 282,000 621.80 175,347,620 706.00 199,092,000 1.85

イオンディライト サービス業 109,100 1,305.26 142,404,787 1,820.00 198,562,000 1.85

マクロミル 情報・通信業 1,410 137,597.70 194,012,757 140,200.00 197,682,000 1.84

メイコー 電気機器 96,500 2,118.67 204,452,057 2,016.00 194,544,000 1.81

ケーズホールディン

グス 
小売業 77,300 2,401.36 185,625,128 2,501.00 193,327,300 1.80

野村不動産ホール

ディングス 
不動産業 111,500 1,545.17 172,287,032 1,671.00 186,316,500 1.73

あさひ 小売業 128,800 1,603.11 206,480,568 1,441.00 185,600,800 1.73

ザッパラス 情報・通信業 1,256 172,242.14 216,336,130 145,500.00 182,748,000 1.70

イーピーエス サービス業 769 187,421.54 144,127,168 229,500.00 176,485,500 1.64

トリドール 小売業 911 181,329.79 165,191,441 187,800.00 171,085,800 1.59

ツルハホールディン

グス 
小売業 50,200 3,474.54 174,422,072 3,385.00 169,927,000 1.58

エフピコ 化学 39,000 4,476.35 174,577,706 4,330.00 168,870,000 1.57

メガチップス 電気機器 121,700 1,911.01 232,570,521 1,387.00 168,797,900 1.57

日本マイクロニクス 電気機器 109,500 1,509.91 165,336,202 1,525.00 166,987,500 1.55

  

ティーガイア 情報・通信業 1,074 161,559.64 173,515,061 155,000.00 166,470,000 1.55

（注1）上位30銘柄 

（注2）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価評価額比率です。 



 6

業種別投資比率 

 業種 
投資比率

（％） 
 業種 

投資比率

（％） 

1 電気機器 16.90 12 陸運業 2.14

2 小売業 13.27 13 ガラス・土石製品 2.07

3 サービス業 12.28 14 金属製品 1.91

4 情報・通信業 11.39 15 機械 1.17

5 卸売業 7.74 16 食料品 1.16

6 輸送用機器 6.89 17 証券、商品先物取引業 1.09

7 化学 5.74 18 銀行業 0.81

8 不動産業 3.85 19 鉄鋼 0.59

9 医薬品 3.62 20 パルプ・紙 0.34

10 精密機器 2.43 21 建設業 0.25

11 その他製品 2.29  合計額 97.93

（注）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の時価評価額の比率です。

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 

 

(3) 運用実績 

① 純資産の推移 

 
純資産総額 
（百万円） 

１万口当たり基準価額
（円） 

第１期計算期間末日 
（平成１７年 ９月１２日） 

3,593 
（3,757）

10,938 
（11,438）

第２期計算期間末日 
（平成１８年 ９月１１日） 

8,539 
（9,285）

11,001 
（11,961）

第３期計算期間末日 
（平成１９年 ９月１０日） 

8,518 
（8,518）

7,329 
（7,329）

第４期計算期間末日 
（平成２０年 ９月１０日） 

6,007 
（6,007）

5,072  
（5,072）

第５期計算期間末日 
（平成２１年 ９月１０日） 

6,084 
（6,084）

5,413  
（5,413）

第６期中間計算期間末日 
（平成２２年 ３月１０日） 

5,046 
（5,046）

5,026 
（5,026）

平成２１年 ４月末 4,674      4,007  
      ５月末 5,133      4,462  
      ６月末 5,579      4,905  
      ７月末 5,839      5,139  
      ８月末 6,073      5,383  
      ９月末 5,916      5,286  
     １０月末 5,724      5,199  
     １１月末 5,187      4,841  
     １２月末 5,299      5,037  
平成２２年 １月末 5,241      5,051  
      ２月末 5,031      4,970  
      ３月末 5,188      5,245  
      ４月末 5,351      5,548  

（注）カッコ内の数字は分配付きの金額を表しています。 
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② 分配の推移 

計算期間 1万口当たり分配金(税引前)(円)

第1期計算期間(平成16年9月1日～平成17年9月12日) 500

第2期計算期間(平成17年9月13日～平成18年9月11日) 960

第3期計算期間(平成18年9月12日～平成19年9月10日) 0

第4期計算期間(平成19年9月11日～平成20年9月10日) 0

第5期計算期間(平成20年9月11日～平成21年9月10日) 0

 

③ 収益率の推移 

 収益率（％） 

第1期計算期間(平成16年9月1日～平成17年9月12日) 14.38 

第2期計算期間(平成17年9月13日～平成18年9月11日) 9.35 

第3期計算期間(平成18年9月12日～平成19年9月10日) △33.38 

第4期計算期間(平成19年9月11日～平成20年9月10日) △30.80 

第5期計算期間(平成20年9月11日～平成21年9月10日) 6.72 

第6期中間計算期間(平成21年9月11日～平成22年3月10日) △7.15 

（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計

算期間末の基準価額（分配落の額。第１期の場合は当該計算期間の期初の基準価

額（当初１万口当たり 10,000 円）。以下「前期末基準価額」といいます。）を控

除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じて得た数をいいます。 
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第２ 財務ハイライト情報（原交付目論見書35～38ページ） 

原交付目論見書の「第２ 財務ハイライト情報」に以下の全文が追加されます。以下は、追加

される内容のみ記載しております。 

 

(1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）（以下「中間財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第38条

の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第

133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。  

なお、中間財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されております

が、第5期中間計算期間（平成20年9月11日から平成21年3月10日まで）及び第6期中間計算期間

（平成21年9月11日から平成22年3月10日まで）について同内閣府令附則第4条第1項第1号によ

り、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

また、投資信託財産計算規則は、平成21年6月24日付内閣府令第35号により改正されており

ますが、第5期中間計算期間（平成20年9月11日から平成21年3月10日まで）については改正前

の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第6期中間計算期間（平成21年9月11日から平

成22年3月10日まで）については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。 

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

ここに表示する中間財務諸表（「中間貸借対照表」および「中間損益及び剰余金計算書」）

は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」（投資信託説

明書（請求目論見書））から抜粋して記載しております。 

 

(2)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（平成

20年9月11日から平成21年3月10日まで）及び第6期中間計算期間（平成21年9月11日から平成22

年3月10日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による中間監査を受けて

おり、その証明にかかる当該中間監査報告書は当該中間財務諸表に添付されております。 
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りそな・小型株ファンド 

 

１ 中間貸借対照表 

  （単位：円） 

第5期中間計算期間末 第6期中間計算期間末 

（平成21年3月10日現在） （平成22年3月10日現在） 

期    別 

 

科    目 金        額 金        額 

資産の部   

流動資産   

コール・ローン 17,646,628 8,542,537 

親投資信託受益証券 4,167,572,343 5,102,814,372 

未収利息 24 11 

流動資産合計 4,185,218,995 5,111,356,920 

資産合計 4,185,218,995 5,111,356,920 

負債の部   

流動負債   

未払解約金 465,033 14,459,934 

未払受託者報酬 2,490,917 2,821,450 

未払委託者報酬 39,854,633 45,143,084 

その他未払費用 498,123 2,093,700 

流動負債合計 43,308,706 64,518,168 

負債合計 43,308,706 64,518,168 

純資産の部   

元本等   

元本 11,695,387,737 10,042,353,125 

剰余金   

中間剰余金又は中間欠損金

（△） 
△7,553,477,448 △4,995,514,373 

（分配準備積立金） 497,789 74,907,777 

元本等合計 4,141,910,289 5,046,838,752 

純資産合計 4,141,910,289 5,046,838,752 

負債純資産合計 4,185,218,995 5,111,356,920 
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２ 中間損益及び剰余金計算書 

（単位：円） 

第5期中間計算期間 第6期中間計算期間 

自  平成20年9月11日 自  平成21年9月11日 

至  平成21年3月10日 至  平成22年3月10日 

期    別 

 

 

科    目 金        額 金        額 

営業収益 

受取利息 32,828 1,735 

有価証券売買等損益 △1,766,349,581 △386,783,241 

営業収益合計 △1,766,316,753 △386,781,506 

営業費用   

受託者報酬 2,490,917 2,821,450 

委託者報酬 39,854,633 45,143,084 

その他費用 498,123 2,093,700 

営業費用合計 42,843,673 50,058,234 

営業損失（△） △1,809,160,426 △436,839,740 

経常損失（△） △1,809,160,426 △436,839,740 

中間純損失（△） △1,809,160,426 △436,839,740 

一部解約に伴う中間純損失金額の

分配額（△） 
△35,965,525 △50,641,992 

期首剰余金又は期首欠損金（△） △5,836,377,869 △5,155,556,052 

剰余金増加額又は欠損金減少額 178,827,836 593,980,846 

中間一部解約に伴う剰余金増加

額又は欠損金減少額 
178,827,836 593,980,846 

剰余金減少額又は欠損金増加額 122,732,514 47,741,419 

中間追加信託に伴う剰余金減少

額又は欠損金増加額 
122,732,514 47,741,419 

分配金 － － 

中間剰余金又は中間欠損金（△） △7,553,477,448 △4,995,514,373 

 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期  別

 

項  目 

第5期中間計算期間 

自  平成20年9月11日 

至  平成21年3月10日 

第6期中間計算期間 

自  平成21年9月11日 

至  平成22年3月10日 

1.運用資産の評価基

準及び評価方法 

 

親投資信託受益証券 

基準価額で評価しております。 

 

親投資信託受益証券 

同左 

 

2.費用・収益の計上

基準 

 

有価証券売買等損益の計上基準 

約定日基準で計上しておりま

す。 

 

有価証券売買等損益の計上基準 

同左 

 

3.その他 当ファンドの計算期間は平成20

年9月11日から平成21年9月10日ま

でとなっております。 

なお、当該中間計算期間は平成

20年9月11日から平成21年3月10日

までとなっております。 

当ファンドの計算期間は平成21

年9月11日から平成22年9月10日ま

でとなっております。 

なお、当該中間計算期間は平成

21年9月11日から平成22年3月10日

までとなっております。 

 



 

 

 

 

 

 

 

りそな・小型株ファンド 
追加型投信／国内／株式 

 

投資信託説明書（請求目論見書）訂正事項分 

２０１０.０６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１．「りそな・小型株ファンド」の募集については、委託会社は金融商品取引法（昭和23年法第25

号）第５条の規定に基づく有価証券届出書を平成21年12月10日に関東財務局長に提出しており、

平成21年12月11日にその届出の効力が生じております。また、同法第７条の規定により有価証

券届出書の訂正届出書を平成22年6月10日に関東財務局長に提出しております。 

２．この投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第13条の規定にもとづく目論見書の

うち、同法第15条第３項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。 

３．「りそな・小型株ファンド」の価額は、ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替

相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属

いたします。ファンドは元本が保証されているものではありません。 
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Ⅰ．投資信託説明書（請求目論見書）の訂正理由 

平成22年6月10日に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、「りそな・小型株ファ

ンド」の投資信託説明書（請求目論見書）2009年12月（以下「原請求目論見書」といいます。）

の記載事項のうち、新たな情報に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するものです。 

 

Ⅱ．訂正の内容 

原請求目論見書の内容が訂正事項の内容に変更されます。 

 

 

第４ ファンドの経理状況（原請求目論見書9～21ページ） 

 

原請求目論見書の「１ 財務諸表」に以下の全文が追加されます。以下は、追加される内容の

み記載しております。 

 

(1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）（以下「中間財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第38条

の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第

133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。  

なお、中間財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されております

が、第5期中間計算期間（平成20年9月11日から平成21年3月10日まで）及び第6期中間計算期間

（平成21年9月11日から平成22年3月10日まで）について同内閣府令附則第4条第1項第1号により、

改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

また、投資信託財産計算規則は、平成21年6月24日付内閣府令第35号により改正されておりま

すが、第5期中間計算期間（平成20年9月11日から平成21年3月10日まで）については改正前の投

資信託財産計算規則に基づき作成しており、第6期中間計算期間（平成21年9月11日から平成22

年3月10日まで）については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。 

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

(2)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（平成

20年9月11日から平成21年3月10日まで）及び第6期中間計算期間（平成21年9月11日から平成22

年3月10日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による中間監査を受けてお

ります。 
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１ 中間財務諸表 

りそな・小型株ファンド 

(1) 中間貸借対照表 

  （単位：円） 

第5期中間計算期間末 第6期中間計算期間末 

（平成21年3月10日現在） （平成22年3月10日現在） 

期    別 

 

科    目 金        額 金        額 

資産の部   

流動資産   

コール・ローン 17,646,628 8,542,537 

親投資信託受益証券 4,167,572,343 5,102,814,372 

未収利息 24 11 

流動資産合計 4,185,218,995 5,111,356,920 

資産合計 4,185,218,995 5,111,356,920 

負債の部   

流動負債   

未払解約金 465,033 14,459,934 

未払受託者報酬 2,490,917 2,821,450 

未払委託者報酬 39,854,633 45,143,084 

その他未払費用 498,123 2,093,700 

流動負債合計 43,308,706 64,518,168 

負債合計 43,308,706 64,518,168 

純資産の部   

元本等   

元本 11,695,387,737 10,042,353,125 

剰余金   

中間剰余金又は中間欠損金（△） △7,553,477,448 △4,995,514,373 

（分配準備積立金） 497,789 74,907,777 

元本等合計 4,141,910,289 5,046,838,752 

純資産合計 4,141,910,289 5,046,838,752 

負債純資産合計 4,185,218,995 5,111,356,920 
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(2) 中間損益及び剰余金計算書 

（単位：円） 

第5期中間計算期間 第6期中間計算期間 

自  平成20年9月11日 自  平成21年9月11日 

至  平成21年3月10日 至  平成22年3月10日 

期    別 

 

 

科    目 金        額 金        額 

営業収益 

受取利息 32,828 1,735 

有価証券売買等損益 △1,766,349,581 △386,783,241 

営業収益合計 △1,766,316,753 △386,781,506 

営業費用   

受託者報酬 2,490,917 2,821,450 

委託者報酬 39,854,633 45,143,084 

その他費用 498,123 2,093,700 

営業費用合計 42,843,673 50,058,234 

営業損失（△） △1,809,160,426 △436,839,740 

経常損失（△） △1,809,160,426 △436,839,740 

中間純損失（△） △1,809,160,426 △436,839,740 

一部解約に伴う中間純損失金額の

分配額（△） 
△35,965,525 △50,641,992 

期首剰余金又は期首欠損金（△） △5,836,377,869 △5,155,556,052 

剰余金増加額又は欠損金減少額 178,827,836 593,980,846 

中間一部解約に伴う剰余金増加

額又は欠損金減少額 
178,827,836 593,980,846 

剰余金減少額又は欠損金増加額 122,732,514 47,741,419 

中間追加信託に伴う剰余金減少

額又は欠損金増加額 
122,732,514 47,741,419 

分配金 － － 

中間剰余金又は中間欠損金（△） △7,553,477,448 △4,995,514,373 
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(3) 中間注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期  別

 

項  目 

第5期中間計算期間 

自  平成20年9月11日 

至  平成21年3月10日 

第6期中間計算期間 

自  平成21年9月11日 

至  平成22年3月10日 

1.運用資産の評価基

準及び評価方法 

 

親投資信託受益証券 

基準価額で評価しております。 

 

親投資信託受益証券 

同左 

 

2.費用・収益の計上

基準 

 

有価証券売買等損益の計上基準 

約定日基準で計上しております。

 

有価証券売買等損益の計上基準 

同左 

 

3.その他 当ファンドの計算期間は平成20

年9月11日から平成21年9月10日ま

でとなっております。 

なお、当該中間計算期間は平成20

年9月11日から平成21年3月10日ま

でとなっております。 

当ファンドの計算期間は平成21

年9月11日から平成22年9月10日ま

でとなっております。 

なお、当該中間計算期間は平成21

年9月11日から平成22年3月10日ま

でとなっております。 

 
（中間貸借対照表に関する注記） 

第5期中間計算期間末 

（平成21年3月10日現在） 

第6期中間計算期間末 

（平成22年3月10日現在） 

1.中間計算期間の末日における受益権の総数 

11,695,387,737口 

 

1.中間計算期間の末日における受益権の総数 

10,042,353,125口 

2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10

号に規定する額 

元本の欠損              7,553,477,448円

 

2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10

号に規定する額 

元本の欠損              4,995,514,373円

3.中間計算期間の末日における1単位当たりの

純資産の額 

1口当たり純資産額            0.3541円 

（10,000口当たり純資産額       3,541円）

3.中間計算期間の末日における1単位当たりの

純資産の額 

1口当たり純資産額             0.5026円 

（10,000口当たり純資産額       5,026円）

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第5期中間計算期間 

自  平成20年9月11日 

至  平成21年3月10日 

第6期中間計算期間 

自  平成21年9月11日 

至  平成22年3月10日 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

第5期中間計算期間（自 平成20年9月11日  至 平成21年3月10日） 

該当事項はありません。 

 

第6期中間計算期間（自 平成21年9月11日  至 平成22年3月10日） 

該当事項はありません。 
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（その他の注記） 

1.元本の移動 

第5期中間計算期間 

自  平成20年9月11日 

至  平成21年3月10日 

第6期中間計算期間 

自  平成21年9月11日 

至  平成22年3月10日 

期首元本額              11,843,836,254円

 

期中追加設定元本額         213,882,501円

 

期中一部解約元本額         362,331,018円

期首元本額              11,239,838,631円

 

期中追加設定元本額          97,039,624円

 

期中一部解約元本額       1,294,525,130円

 

2.売買目的有価証券の中間貸借対照表計上額等 

第5期中間計算期間（自 平成20年9月11日  至 平成21年3月10日） 

該当事項はありません。 

 

第6期中間計算期間（自 平成21年9月11日  至 平成22年3月10日） 

該当事項はありません。 

 

3.デリバティブ取引関係 

第5期中間計算期間（自 平成20年9月11日  至 平成21年3月10日） 

該当事項はありません。 

 

第6期中間計算期間（自 平成21年9月11日  至 平成22年3月10日） 

該当事項はありません。 
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参考 

 

ＳＧ 日本小型株マザーファンド 

 

当ファンドは「ＳＧ 日本小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借

対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。 

尚、同親投資信託の状況は次の通りです。 

 

1「ＳＧ 日本小型株マザーファンド」の状況 

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 

 

(1) 貸借対照表 

（単位：円） 

対象年月日 （平成22年3月10日現在） 

科  目 金        額  

資産の部 

流動資産 

コール・ローン 107,494,460 

株式 9,574,908,100 

未収入金 25,179,482 

未収配当金 17,974,300 

未収利息 147 

流動資産合計 9,725,556,489 

資産合計 9,725,556,489 

負債の部  

流動負債  

未払金 22,433,222 

流動負債合計 22,433,222 

負債合計 22,433,222 

純資産の部  

元本等  

元本  

元本 15,266,321,866 

剰余金  

欠損金 5,563,198,599 

純資産合計 9,703,123,267 

負債・純資産合計 9,725,556,489 
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(2) 注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期  別 
項  目 

自  平成21年9月11日 
至  平成22年3月10日 

1.運用資産の評価基準及
び評価方法 

 
 

株式 
原則として時価で評価しております。 
時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその

最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）
で評価しております。 
 

2.費用・収益の計上基準 (1)受取配当金の計上基準 
受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当

金額又は予想配当金額を計上しております。 
(2)有価証券売買等損益の計上基準 
約定日基準で計上しております。 

  
 

（その他の注記） 

（平成22年3月10日現在） 

1.期首                                            平成21年9月11日

期首元本額                                      13,076,067,182円

期首より平成22年3月10日までの期中追加設定元本額                    3,262,650,527円

期首より平成22年3月10日までの期中一部解約元本額                   1,072,395,843円

 

期末元本額                                         15,266,321,866円

期末元本額の内訳※ 

りそな・小型株ファンド                                           8,028,342,310円

ＳＧ 年金向け小型株ファンド（適格機関投資家専用）                  6,884,973,025円

りそな・ＳＧ 収益分配型日本株ファンド（隔月決算型）                  318,400,414円

ＳＧ 日本小型株ＶＡ（適格機関投資家専用）                             34,606,117円

 

2.元本の欠損の額                                                   5,563,198,599円

 

3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額  

1口当たり純資産額                                     0.6356円

（10,000口当たり純資産額                                   6,356円）

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 
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２ ファンドの現況 

全文が以下のとおり更新訂正されます。以下は、訂正後の内容のみ記載しております。 

りそな・小型株ファンド 現況 

純資産額計算書 

（平成22年4月末日） 

Ⅰ 資産総額 5,379,604,070 円 

Ⅱ 負債総額 28,189,955 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,351,414,115 円 

Ⅳ 発行済数量 9,645,428,303 口 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 

（１万口当たりの純資産額） 

0.5548 

（5,548） 
円 

 

≪参考≫ 

ＳＧ 日本小型株マザーファンド 現況 

純資産額計算書 

（平成22年4月末日） 

Ⅰ 資産総額 10,797,698,149 円 

Ⅱ 負債総額 50,760,848 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,746,937,301 円 

Ⅳ 発行済数量 15,279,015,231 口 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 

（１万口当たりの純資産額） 

0.7034 

(7,034) 
円 

 

 

第５ 設定及び解約の実績（原請求目論見書21ページ） 

全文が以下のとおり更新訂正されます。以下は、訂正後の内容のみ記載しております。 

 

計算期間 設定数量（口） 解約数量（口）

第１期計算期間 （平成16年9月1日～平成17年9月12日） 6,384,343,007 3,099,379,097

第２期計算期間 （平成17年9月13日～平成18年9月11日） 7,950,810,814 3,472,883,320

第３期計算期間 （平成18年9月12日～平成19年9月10日） 6,480,336,263 2,619,539,194 

第４期計算期間 （平成19年9月11日～平成20年9月10日） 1,711,360,324 1,491,212,543

第５期計算期間 （平成20年9月11日～平成21年9月10日） 772,499,474 1,376,497,097

第６期中間計算期間 （平成21年9月11日～平成22年3月10日） 97,039,624 1,294,525,130

（注 1）本邦外における設定および解約の実績はありません。 

（注 2）第１期計算期間における設定数量は、当初申込期間中の設定数量を含みます。 
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